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公
立
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に
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問
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０

　月：坐骨神経痛
　火：足のむくみ
　水：しみ・そばかすのケア
　木：入れ歯の安定剤について
　金：手掌多汗症
土日：「性のこと考えよう」
　　　シリーズ⑭
　　　性交は必要か

８月の　　　　　健康情報
�096（385）3300 （24時間）
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児童扶養手当
○受給できる人
　日本国内に住所があり、公的年金を受給していな
い人（国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く）で、
次の要件のいずれかに該当する児童を養育する母に
支給されます。
　母がいなかったり、母が養育しない場合には、児
童を養育する養育者に支払われます。
・母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児
童
・父が死亡した児童
・父が重度の障害にある児童
・父の生死が明らかでない児童
・父から引き続き１年以上遺棄されている児童
・父が法令により引き続き１年以上拘禁されている
児童
・婚姻によらないで生まれた児童（認知された児童
を含む）
○次の場合は手当が支給されません
児童が・・・
・日本国内に住所がないとき
・父または母の死亡について支給される公的年金給
付を受けることができるとき
・父に支給される公的年金給付の加算の対象になっ
ているとき
・労働基準法などの規定による遺族補償を受けるこ
とができるとき
・児童福祉施設などに入所または里親に委託されて
いるとき
・母の配偶者（事実上の婚姻関係の場合も含む）に
養育されているとき（父に重度の障害がある場合
は除く）
母または養育者が・・・
・児童を監護していないとき
・日本国内に住所がないとき
・公的年金を受けることができるとき
○児童扶養手当支給額（月額）

区分 全部支給される人 一部支給される人
児童１人のとき 41,880円 41,870円～9,880円

児童２人のとき 46,880円 46,870円～14,880円

児童３人以上のとき ３人目以降１人当たり3,000円加算
※一部支給は、所得額に応じて支給額が決定されます
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今
年
４
月
か
ら
法
の
改
正
で
Ｂ
Ｃ

Ｇ
接
種
の
対
象
年
齢
が
「
生
後
６
カ
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未
満
ま
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く
な
り
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。

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
を
せ
ず
に
、

直
接
Ｂ
Ｃ
Ｇ
接
種
を
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

こ
れ
は
結
核
感
染
前
の
早
い
時
期

に
Ｂ
Ｃ
Ｇ
接
種
を
す
る
こ
と
で
、
乳

幼
児
期
の
重
症
結
核
な
ど
を
予
防
す

る
た
め
で
す
。
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カ
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〜
６
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と

お
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集
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Ｂ
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接
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を
行
い
ま

す
。

　

体
調
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と
き
に
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め
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済
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う
。

対
象
年
齢
と
回
数

　

生
後
満
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〜
６
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満
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児
に
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回

※
生
後
６
カ
月
を
過
ぎ
る
と
個
人
で

受
け
る
「
有
料
」
の
任
意
接
種
に

な
り
ま
す
。

持
っ
て
く
る
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の

・
母
子
健
康
手
帳
（
忘
れ
る
と
接
種

が
で
き
ま
せ
ん
）

・
予
診
票

そ
の
他
の
注
意

・
あ
ら
か
じ
め
配
布
し
て
あ
る
「
予

防
接
種
と
子
ど
も
の
健
康
」
を
よ

く
読
み
、
理
解
し
た
上
で
受
け
ま

し
ょ
う
。

・
接
種
を
受
け
る
お
子
さ
ん
の
健
康

状
態
を
よ
く
知
っ
て
い
る
保
護
者

が
連
れ
て
き
て
く
だ
さ
い
。

・
予
防
接
種
を
受
け
た
後
30
分
間
は
、

急
な
副
反
応
が
起
こ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
会
場
で
お
子
さ
ん

の
様
子
の
観
察
を
お
願
い
し
ま
す
。
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Ｂ
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さ
い
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Ｇ
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、
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そ
の
他
、
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と
医
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が
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た
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※
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な
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が
あ
る
場
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、

か
か
り
つ
け
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医
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に
相
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す
る

か
、
意
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を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
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６
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６
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。
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４
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５
日
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ま
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４
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ま

で
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す
。
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病
気
や
入
院
、
海
外
渡
航
の
た

め
に
接
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で
き
な
か
っ
た
場
合
も

接
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で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？
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受
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65
歳
以
上
の
第
１
号
被
保
険
者
の

介
護
保
険
料
を
、
特
に
収
入
の
少
な

い
人
を
対
象
に
、
菊
池
市
独
自
の
制

度
で
減
免
し
ま
す
。

減
免
の
対
象
者
に
な
る
人

※
第
１
号
被
保
険
者
の
う
ち
保
険
料

段
階
が
第
２
段
階
で
、
次
の
す
べ

て
に
該
当
す
る
人
。

減
免
の
条
件

　

次
の
す
べ
て
の
項
目
に
該
当
す
る

こ
と
が
条
件
で
す
。

・
当
該
世
帯
の
実
平
均
収
入
額
（
す

べ
て
の
年
金
、
仕
送
り
な
ど
も
含

む
）
が
生
活
保
護
法
に
よ
る
基
準

生
活
費
以
下
で
あ
る
こ
と
。

・
第
１
号
被
保
険
者
と
そ
の
属
す
る

世
帯
全
員
に
前
年
の
所
得
が
な
い

人
・
市
民
税
課
税
者
の
扶
養
を
受
け
て

い
な
い
人

・
資
産
な
ど
を
活
用
し
て
も
な
お
生

活
が
困
窮
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ

る
人

・
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い

人
※
平
成
16
年
度
で
、
減
免
認
定
を

持
っ
て
い
る
人
も
申
請
が
必
要
で

す
。

減
免
の
内
容

※
第
２
段
階
の
保
険
料
を
減
額
し
ま

す
が
、
第
１
段
階
ま
で
の
保
険
料

額
と
し
ま
す
。

減
免
の
申
請

●
持
っ
て
く
る
も
の

・
印
鑑
（
認
印
可
）

・
本
人
と
世
帯
の
収
入
が
確
認
で
き

る
も
の
。
年
金
支
払
通
知
書
（
個

人
年
金
含
む
）
、
給
与
明
細
書
、

事
業
収
支
書
な
ど
。
た
だ
し
、
最

近
３
カ
月
分
以
上
。

・
市
町
村
役
場
税
務
課
な
ど
で
発
行

す
る
資
産
評
価
証
明
書
（
資
産
が

な
い
場
合
は
無
資
産
証
明
書
）

・
世
帯
全
員
の
預
金
、
貯
金
通
帳

・
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
証
（
写

し
で
も
可
）

・
証
券
、
債
権
な
ど
の
有
価
証
券

・
借
家
賃
貸
契
約
書
、
家
賃
の
支
払

い
領
収
書
な
ど

・
自
動
車
な
ど
の
車
検
証

・
生
命
保
険
の
証
書

●
申
請
の
相
談

　

申
請
方
法
な
ど
の
相
談
を
、
菊
池

市
役
所
生
き
が
い
推
進
課
介
護
保
険

係
で
受
け
ま
す
。

　

気
軽
に
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
・
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請
先

　
　
　
　
　
　
　

生
き
が
い
推
進
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おしらせ
INFORMATION
おしらせ
INFORMATION
おしらせ
INFORMATION

菊池市役所　�（25）1111

問い合わせ

菊池総合支所　�（25）1111
七城総合支所　�（25）1000
旭志総合支所　�（37）3111
泗水総合支所　�（38）2111

本　　庁

総合支所

介
護
保
険
料
の
減
免

制
度
が
あ
り
ま
す

ＢＣＧ日程表
実施日 対象者 受付時間 場　所

８月24日
（水）

実施日に３
カ月～６カ
月未満の乳
児

午 後 １ 時
30分～午
後２時

七城公民館

８月30日
（火）

文化会館

※上記の実施日のうちで、都合が良い日に早めに受けましょ
う。
※BCG接種は1回で終了です。接種の有無は母子健康手帳で
確認してください。

○所得制限
　手当を請求する本人、その配偶者および扶養義務
者の所得が一定以上の場合は、手当ての一部または
全部が停止されます。
○養育費
　前年中に受け取った養育費の８割を所得に加算し
ます。
特別児童扶養手当
　支給の対象になる障害児を養育する父または母。
また、父母に代わって児童を養育している人。ただ
し、受給資格者、その配偶者、または扶養義務者の
所得が一定額未満の場合。
○対象になる児童
　20歳未満で、精神または身体に障害のある児童。
ただし、児童福祉施設などに入所している場合（母
子ともに入所している場合を除く）や障害を事由と
する年金を受けられる児童は支給されません。
○特別児童扶養手当支給金額（月額）
 ・一級該当児童一人につき・・・50,900円
 ・二級該当児童一人につき・・・33,900円
特別障害者手当（月額26,520円）
 重度の障害のため、日常生活で常時特別の介護を
必要とする、20歳以上の人に支給されます。ただ
し、病院に３カ月以上入院しているときや施設に入
所しているときは支給されません。なお、所得制限
があります。
障害児福祉手当（月額14,430円）
　重度の障害のため、日常生活に介護を必要とする
20歳未満の人に支給されます。ただし、施設に入
所しているとき、障害基礎年金などの給付を受ける
ことができるときなどは支給されません。なお、所
得制限があります。
※現在、各手当を受給している人の児童扶養手当の
現況届は、毎年、８月１日（月）から８月31日
（水）までの間に、その他の手当は、８月11日
（木）から９月９日（金）までの間に受給者の皆
さんが提出してください。
　今年も関係書類を送りますので、ご協力をお願い
します。
問い合わせ・提出先
　菊池総合支所健康福祉課　または
　七城・旭志・泗水の各総合支所民生課

児童扶養・特別児童扶養・特別障害者・児童福祉児童扶養・特別児童扶養・特別障害者・児童福祉 の手当制度
ご 存 知
ですか？


